
 

株式手続きのご案内 
 
 
 
 
 
 

事業年度 毎年４月１日から翌年３月３１日まで 

定時株主総会 毎年６月開催 

基準日  毎年３月３１日  

権利確定日 期末配当   毎年３月３１日 

中間配当   毎年９月３０日 
 
 
 

株主名簿管理人および 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 

特別口座の口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社 

 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号  

事務取扱場所 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 
 
 

（郵便物送付先） 〒168-8507  
東京都杉並区和泉二丁目８番４号 
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 

 
（電話照会先） 0120-288-324 

 
 

 

※平成 26 年 12 月より郵送物送付先・電話照会先が上記のとおり変更となっております。 

ホームページアドレス http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html 
 

 

公告の方法 当社のホームページに掲載する。 

https://ys-holdings.co.jp/
 
 
 
 
 
 

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】 

証券会社の口座をご利用の株主様は、みずほ信託銀行株式会社ではお手続きができません

ので、取引証券会社へご照会ください。 

証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。 

 
 

 


